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北九州市告示第２９１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和６年６月１３日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 認可地縁団体の名称 

  上の原自治区会第７町内会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 佐藤栄作 北九州市八幡西区上の原一丁目１８番

２号 

変更後 手島六雄 北九州市八幡西区上の原一丁目１９番

３号 

３ 主たる事務所の所在地 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市八幡西区上の原一丁目２４番１７号 

変更後 北九州市八幡西区上の原一丁目１９番６号 

４ 変更年月日 

  令和６年４月１日 
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北九州市告示第２９２号  
瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第８条第１項の

規定による特定施設の構造等の変更許可申請があったので、同条第３項におい

て準用する同法第５条第４項の規定により、その概要を告示し、同条第３項に

規定する事前評価に関する事項を記載した書面を次のとおり公衆の縦覧に供す

る。 

なお、当該特定施設の構造等の変更に関し利害関係を有する者は、縦覧期間

満了の日までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提

出することができる。 

  令和６年６月１３日 

北九州市長 武 内 和 久 

１  申請の概要  
（１） 申請者  

北九州市戸畑区飛幡町１番１号 

日本製鉄株式会社九州製鉄所 

所長 中田昌宏 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称  
北九州市八幡東区大字前田  
日本製鉄株式会社九州製鉄所八幡地区（八幡） 

 （３） 変更される特定施設に関する事項 

ア 名称、種類及び能力 

 変更前 変更後 

種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１の第

７４号に掲げる特定事業場から排水される水の処理施設（以下「第

７４号施設」という。） 

名称 珪素弱酸処理場 

能力 ２８，６００ｍ３／日 
２８，６００ｍ３／日（電磁） 

３，４００ｍ３／日（厚板） 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の使用開

始年月日 

使用時間間隔 連続使用 

１日当たりの使用時間 ２４時間 

季節的変動 なし 

使用開始予定年月日 許可日以降 
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ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの通 

常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の 

値 

 珪素弱酸処理場 

 変更前 変更後 

汚水等の量 
（ｍ３／日） 

通常 １０，６９０ 

最大 １６，６２０  
同左 

水素イオン濃度 通常 ８．０ 

最大 ９．０ 
同左 

化学的酸素要求量 
（ｍｇ／ℓ ）  

通常 １５ 

最大 １８ 
同左 

浮遊物質量 
（ｍｇ／ℓ ）  

通常 １５ 

最大 １８ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 ３０ 
同左 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．３ 

最大 ０．６ 
同左 

ノルマルヘキサン抽

出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １ 

最大 ２ 
同左 

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０２ 

最大 ０．０２ 
同左 

ふっ素及びその化合

物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １０ 

最大 １５ 
同左 

溶解性鉄含有量 
（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２ 

最大 ２ 
同左 

亜鉛含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．２ 

最大 ０．７ 
同左 

六価クロム化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 
― 

通常 ０．０５未満 

最大 ０．０５未満 

アンモニア、アンモ

ニウム化合物、亜硝

酸化合物及び硝酸化

合物（ｍｇ／ℓ ） 

― 
通常 １０ 

最大 ３０ 
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エ 汚水等の処理施設に関する事項 

第７４号施設のため、前記ウの内容と同じ 

（４） 排出水に関する事項  
ア 排水口名 八幡Ｎｏ．１３排水口 

イ 排水量及び汚染の状態 

 変更前 変更後 

排出水の量 
（ｍ３／日） 

通常 ２５，７１０ 

最大 ３５，９１０  
同左 

水素イオン濃度 通常 ６．８～８．５ 

最大 ６．８～８．５ 
同左 

化学的酸素要求量 
（ｍｇ／ℓ ）  

通常 １０．６ 

最大 １４．９ 
同左 

浮遊物質量 
（ｍｇ／ℓ ）  

通常 １４．８ 

最大 ３５ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６．７ 

最大 ２０．０ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．４ 

最大 １．０ 
同左 

ノルマルヘキサン抽

出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．０ 

最大 ２．０ 
同左 

クロム含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．０２ 

最大 ０．０４ 
同左 

ほう素及びその化合

物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ４．０ 

最大 ８．０ 
同左 

ふっ素及びその化合

物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ７．１ 

最大 １４．０ 
同左 

溶解性鉄含有量 
（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．０ 

最大 ２．０ 
同左 

亜鉛含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．１ 

最大 ０．２ 
同左 

六価クロム化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 
― 

通常 ０．０５未満 

最大 ０．０５未満 
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アンモニア、アンモ

ニウム化合物、亜硝

酸化合物及び硝酸化

合物（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ６．０ 

最大 ２０．０ 
同左 

２  縦覧の期間及び場所  
（１） 期間  

令和６年６月１３日から同年７月４日まで（日曜日及び土曜日を除く。  
）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで  

（２） 場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局環境監視部環境監視課 

３  意見書の提出要領  
事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書 

を、令和６年７月４日までに前項第２号の場所に到着するように提出するこ 

と。 
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北九州市公告第４３０号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第３号の規定に基

づく道路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市

規則第７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和６年６月１３日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  令和６年６月１３日 第２号 

２ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ） 

北九州市小倉南区大字高津尾５５３

番１、５５３番２、５５３番４、５

５３番６及び５５３番７ 

４．００ ５２．５５ 
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北九州市公告第４３１号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和６年６月１３日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 

 建築基準法第４２条第１項第４号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

 令和６年６月１３日 第９４５３０１号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

路 線 名 位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

北 鷹 見 町

南 鷹 見 町

１ 号 線 

八幡西区北鷹見町６８６番２

から八幡西区南鷹見町６８０

番８まで 

７８．００ ８６．００ 

南 鷹 見 町

２ １ 号 線 

八幡西区南鷹見町６７０番１

から八幡西区南鷹見町６７２

番３まで 

５０．００ １８．００ 

東 筑 堀 川

町 １ 号 線 

八幡西区東筑一丁目８４７番

３から八幡西区堀川町８４０

番８まで 

５３．００ １６．００ 

堀 川 町 西

折 尾 町 １

号 線 

八幡西区堀川町８４０番４か

ら八幡西区西折尾町８８９番

１まで 

１８５．００ ６．００ 
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